
  

電気料金燃料費調整単価(平成21年4月分)のお知らせ

                                                                            平成21年1月29日
                                                                            北陸電力株式会社

　本日、電気料金の燃料費調整に用いる通関統計値が確定いたしましたので、平成21年

4月分電気料金に適用される燃料費調整単価について、以下のとおりご案内いたします。

　なお、現行水準（平成21年1～3月分料金）と比べた場合、原油価格が低下したことや

為替が円高に推移したことなどにより、引下げの調整となります。

記

１．燃料費調整単価および適用時期　　　　 　　　     　(単位：銭/kWh[消費税込み])

　
適  用  対  象

今回
（H21年4月分）

現行
(H21年1～3月分)

現行との差

低圧でお使いのお客さま
※

(再掲：特別措置分)
+95
(+20)

+148
(▲20)

▲53

高圧でお使いのお客さま +71 +160 ▲89

特別高圧でお使いのお客さま +70 +157 ▲87

※低圧でお使いのお客さまについては、燃料費調整についての特別措置(H20年10月31日　認可)が含まれて
おります。
　　1～3月分：通常の燃料費調整単価－特別措置20銭/kWh
　　4～6月分：通常の燃料費調整単価＋特別措置20銭/kWh
　

２．家庭用モデル影響
　［従量電灯Ｂ、30Ａ、300ｋＷｈ／月ご使用の場合］

今回 現行 現行との差

(H21年4月分) (H21年1～3月分)

6,667円 6,826円 ▲159円

［消費税込み。初回振替契約（にこにこふりかえプラン）適用。特別措置を含む。］

３．平成21年5月分以降の電気料金燃料費調整について

　平成21年5月分以降の電気料金に適用される燃料費調整単価については、燃料費調整制

度の見直しの検討がなされており、決定次第、改めてお知らせいたします。

                                                                                 以　上



（参考１）平均燃料価格                                  （単位：円/kl）

料金変更時の 調整を行わない H20年10～12月

基準燃料価格 平均燃料価格の範囲 平均燃料価格

21,900 20,900～22,900 26,800

（参考２）全日本通関ＣＩＦ統計

H20年3月
料金変更時

(H19/7～9月平均)

 H20年
10月 11月 12月

 10～12月
平 均

原  油(円/kl) 53,137 67,014 45,392 32,416 47,771

石  炭(円/t) 8,462 14,371 14,018 13,167 13,838

為替ﾚｰﾄ(円/$) 119  104 98 94 99

原油価格($/b) 70.96 102.57 73.69 54.85 77.04

　
（参考３）現在の燃料費調整制度の概要（※H21年4月分の燃料費調整まで適用）

為替レートや燃料価格の変動をより迅速に電気料金に反映させるため、平成8年1月から導入
いたしました。

料金変更時の基準燃料価格 21,900円（平成19年7月～9月の平均値）と四半期ごとの平均燃料
価格を比較して、その燃料費の変動幅に応じて電気料金を自動的に調整する制度です。

四半期ごとの平均燃料価格の変動幅が基準燃料価格の±５％程度以内の場合は調整しませ
ん。

四半期ごとの平均燃料価格が基準燃料価格の1.5倍以上となった場合は、1.5倍を上限として
調整いたします。（上限燃料価格 32,900円/kl）

［燃料費調整制度のイメージ］

平均燃料価格(四半期ごと)
燃料費調整単価(電気料金) は基準燃料価格の±５％程度以内

平均燃料価格(円/kl ) 燃料費調整単価(銭/kWh )

3ヶ月 3ヶ月 3ヶ月 3ヶ月 3ヶ月 (月)

平成20年3月料金変更時に設定
された燃料価格(基準燃料価格)

21,900

32,900

20,900

～～
[上限価格
(基準燃料価格の1.5倍)]

～～

プラス調整

調 整 な し

マイナス調整

上限値で調整

①'

④’

22,900 ①

② ②’

③

③’

④

(基準燃料価格)

 



住宅用など小売規制部門のお客さまを対象とした 

電気料金燃料費調整に関する特別措置について 

 

 低圧で受電される小売規制部門のお客さまを対象に、平成 21 年 1～3 月分の燃料費調整

単価について、平成 20 年 10～12 月分適用単価からの引上げ幅を 50％相当低減し、低減し

た単価を平成 21 年 4～6 月分の燃料費調整単価に上乗せする措置。 

 

 ○平成21年1～3月分の燃料費調整単価（従量制の場合） 

 【特別措置前】               (単位：銭/kWh[消費税込み]) 

 H21年1～3月分 H20年10～12月分 引上げ幅 

 168 129 +39 

      

 

 【特別措置後】      

 H21年1～3月分 H20年10～12月分 引上げ幅 

 148 129 +19 

 

  平成21年1～3月分の低減単価  ▲20銭/kWh  

 

 ○平成21年4～6月分の燃料費調整単価（従量制の場合） 

4月分 通常の燃料費調整単価 

（75銭/kWh） 
＋

特別措置による上乗せ単価 

(＋20銭/kWh) 
＝ 95銭/kWh 

 

5・6月分 通常の燃料費調整単価 ＋
特別措置による上乗せ単価 

(＋20銭/kWh) 

 

 

 

特別措置のイメージ（従量制の場合） 

 

燃料費調整単価

1.48円/kWh

平成20年
10～12月分

燃料費調整単価

1.29円/kWh

1.68円
/kWh

燃料費調整
単価の上限

平成21年
１～３月分

<特別措置前>

平成21年
１～３月分

<特別措置後>

上限を超える分
(0.68円/kWh)は
燃料費調整の対
象となりません

+0.39円

(2.36円/kWh※)

通常の燃料費
調整単価(1.68
円/kWh)から
0.20円/kWhを
低減した単価

※上限がなかったとした場合に試算さ
れる単価であり、実際には適用となる
ことはありません。

燃料費調整単価

(1.68円/kWh)

▲0.20円/kWh

４～６月分の通常の燃料費調整単価に
0.20円/kWhを上乗せ

４月分
<特別措置後>

通常の燃
料費調整
単価

(0.75円
/kWh)

+0.20円
/kWh

燃料費調整単価

0.95円/kWh

５月分

+0.20円
/kWh

+0.20円
/kWh

６月分

５・６月分は、新しい燃料費調整制
度に基づく通常の燃料費調整単
価に0.20円/kWh上乗せとなります
が、現時点では確定しておりませ
ん。

ご参考 




